
予防接種説明書
抗体検査の結果、予防接種の対象となった方へ

風しんの第5期（成人男性）の予防接種を受ける前に
　予防接種は体調のよい時に受けることが原則です。かかりつけ医師に相談のうえ、接種するか否かを決
めてください。

予防接種を受けることができない場合
　　1．明らかに発熱（通常37.5℃以上をいいます。）している方
　　2．重い急性疾患にかかっている方
　　3．この予防接種の接種液に含まれる成分で、アナフィラキシー＊を起こしたことがある方
　　4．免疫機能に異常のある方、免疫抑制をおこす治療を受けている方
　　5．その他、医師に予防接種を行うことが不適当であると判断された方

予防接種を受ける際に注意を要する場合
　　1．心臓病、腎臓病、肝臓病や血液の病気などで治療を受けている方
　　2．予防接種で、接種後2日以内に発熱のみられた方及び発疹、じんましんなどアレルギーと思われる

異常がみられた方
　　3．過去にけいれん（ひきつけ）を起こしたことがある方
　　4．過去に免疫不全の診断がなされている方及び近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
　　5．ワクチンにはその製造過程における培養に使う卵の成分、抗生物質、安定剤などが入っているもの

があるので、これらにアレルギーがあるといわれたことのある方
予防接種を受けた後の一般的注意事項

　　1．予防接種を受けたあと30分間程度は、医療機関で様子を見るか、医師とすぐに連絡をとれるように
しておきましょう。急な副反応がこの間に起こることがまれにあります。

　　2．接種後4週間は副反応の出現に注意しましょう。
　　3．接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
　　4．接種当日は激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。
　　5．接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

ワクチンによる副反応
　副反応の主なものは、発熱、発疹です。予防接種を受けたあと、接種局所のひどいはれ、高熱、ひきつ
けなどの症状があったら、医師の診察を受けてください。きわめてまれに脳炎や神経障害などの重い
副反応が生じることもあります。
　このような場合に、厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定したとき
には、予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象となります。

＊「アナフィラキシー」というのは、通常接種後約30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことです。汗がたくさん出る、
顔が急に腫れる、全身にひどいじんましんが出るほか、はきけ、嘔吐、声が出にくい、息が苦しいなどの症状やショック
状態になるような、はげしい全身反応のことです。

仙　 台　 市

以下①と②に該当する方
　①仙台市に住民票のある昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性
　②平成26年4月以降に風しん抗体検査を受けた結果、陰性である記録を持っている方

住所、年齢が確認できるもの（運転免許証 等）
風しん抗体検査結果記録
母子健康手帳（お持ちの場合）

風しん第5期定期接種受託医療機関
厚労省のホームページにてご確認ください。

2025年3月31日まで対象期間

接種回数 接種費用

接種場所

持 ち 物

対 象 者

1回 無料


